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二戸地区広域行政事務組合公告第 ６ 号  

 

公     告 

 

下記のとおり条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和22年政令16

号。以下「政令」という。）第167条の６及び二戸地区広域行政事務組合財務規則第１条に

基づき準用する二戸市財務規則（平成18年規則第59号。以下「規則」という。）第114条の

規定により公告します。 

 

令和８年７月１日 

二戸地区広域行政事務組合管理者職務代理者 

二戸地区広域行政事務組合 

            副管理者 一戸町長 小野寺 美登   

 

１ 条件付一般競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

  ペンコネクト賃貸借 

⑵ 数量 

  一式 

⑶ 規格及び仕様 

  別紙「ペンコネクト賃貸借仕様書」のとおり 

⑷ 賃貸借契約期間 

令和８年９月１日から令和13年８月31日（長期継続契約） 

⑸ 納入期限 

  令和８年８月31日（月） 

⑹ 納入場所 

  二戸地区広域行政事務組合消防本部（二戸市金田一字上田面300番地２） 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項等 

⑴ 本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 
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ア 二戸広域管内に本店、支店又は営業所がある者であること。 

イ ⑵に定める競争入札参加資格審査申請期限日から入札の日までの期間内に政令第

167条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

ウ ⑵に定める競争入札参加資格審査申請期限日から入札の日までの期間内に政令第

167条の４第２項の規定により当組合の入札参加制限を受けていない者であること。 

エ ⑵に定める競争入札参加資格審査申請期限日から入札の日までの期間内に当組合

から指名停止措置を受けていない者であること。 

オ 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しない者である

こと。 

カ 国税（法人税又は申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税）、県

税（岩手県）及び市町村税（当組合構成市町村）に滞納がない者であること。 

キ 過去２年の間に国（公団を含む。）又は地方公共団体とペンコネクト又は同等以

上の物品納入に係る契約を２回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行

し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者。 

⑵ この入札に参加しようとする者は、⑴に定める資格の審査等のため、令和８年７月

13日（月）午後５時00分までに３の⑶に定める部署宛てに持参又は郵送（一般書留又

は簡易書留）により下記必要書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受け

ること。申請書に添付する書類は、国、岩手県又は二戸市等の物品販売等指名入札参

加資格審査申請書に添付した書類の写しでも可とする。 

なお、受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認

められた者はこの入札に参加できない。 

ア 入札参加資格審査申請書兼誓約書（様式第１号。以下申請書兼誓約書という。） 

イ 調達物品に係る業務実績調書（様式第２号） 

 ※内容を証明する書類として契約書等の写しを添付すること。 

ウ 申請者が法人の場合は、上記入札参加資格審査申請期限日から起算して３か月以

内に発行された法人に係る登記事項証明書の写し、申請者が個人の場合にあっては、

上記競争入札参加資格審査申請期日から起算して３か月以内に市町村から発行され

た身分証明書の写し。 

エ 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓
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約書（様式第３号）及び役員の一覧表（様式第３号の２） 

オ 税の滞納がないことを証明する書類（写し可。上記入札参加資格審査申請書を提

出する日の属する年の直前１年間に市町村、岩手県又は国に納付したもので、上記

入札参加資格審査申請期限日から起算して３か月以内発行のものに限る。） 

法人＝県外業者は法人税、県内業者は法人事業税又は法人市町村民税 

個人＝県外業者は所得税、県内業者は個人事業税又は市町村民税 

カ 使用印鑑届兼委任状（様式第４号又は様式第５号） 

⑶ 政令第167条の５第１項及び第167条の11第２項の規定により令和８年度二戸地区広

域行政事務組合物品販売等入札参加資格を有する者は、前⑵ウからオに掲げる書類の

提出を省略することができる。 

３ 契約条項を示す場所及び仕様書等を交付する場所並びに期間等 

⑴ 交付期間 

 令和８年７月１日（水）から令和８年７月10日（金）まで 

⑵ 所在地 

二戸市金田一字上田面300番地２ 

⑶ 部署名 

 二戸地区広域行政事務組合消防本部消防課 

 電話 0195-26-8112  FAX 0195-26-8113 

※二戸地区広域行政事務組合ホームページ（http://www.cassiopeia.or.jp/）からダ

ウンロードすることが可能です。 

⑷ 質問先 

仕様書について不明な点がある場合には、令和８年７月13日（月）正午までに３の

⑶に定める部署宛に書面で提出（ＦＡＸ可）すること。 

なお、質問に対する回答は、原則として質問を受け付けた翌日（土日祝日を除く）

に、質問者宛てのみならず、質問者名を伏せたうえでホームページ上に公表するもの

とする。 

４ 入札の場所及び日時 

⑴ 場所 

 二戸市金田一字上田面300番地２ 
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二戸地区広域行政事務組合消防本部 ２階大会議室 

⑵ 日時 

 令和８年７月16日（木） 午前10時30分 

 午前10時20分には受付を終了すること。 

 

５ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

⑴   入札保証金 

本件入札については、政令第 167 条の５第１項に定められる資格要件を設けて入札 

資格審査を行うため、資格を有することが認められた場合は、規則第 117 条第２号に

基づき入札保証金を免除する。 

⑵   契約保証金 

ア 落札者は本契約の日までに契約金額に12を乗じて得た額の１割以上の契約保証金

を納めること。ただし、書面による承諾を得てこの期間を延長することができる。 

イ 期間内に契約を締結しないときは契約の効力を失う。 

ウ 次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。 

(ｱ) 契約の相手方が保険会社との間に当組合を被保険者とする履行保証保険契約を

締結したとき。 

(ｲ) 入札参加資格審査の結果、政令第167条の５第１項に定められる資格を有すると

認められた場合において、過去２年の間に国（公団を含む。）又は地方公共団体

と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、これらを

すべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら

れるとき。 

(ｳ) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。 

エ 契約保証金の納付に代えて提供できる担保は次に掲げるものとする。 

(ｱ) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(ｲ) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関（出資の受入れ、預り金及び金利

等の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第３条に規定する金融機関をい

う。）の保証 
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６ 入札の無効要件に関する事項 

⑴ 談合、その他入札に関し不正の行為があった者のした入札 

⑵ 入札参加資格がないと認められた者及び参加資格審査確認申請にあたって虚偽の申

請をした者の行った入札 

⑶ 入札書の金額、氏名、印影その他入札要件の記載が確認できない入札 

⑷ 入札書の金額を訂正した入札 

⑸ 鉛筆等、容易に消去可能な筆記用具を使用した入札 

⑹ 前各号のほか、入札条件に違反した者の入札 

⑺ 落札の無効又は落札者からの契約解除により相手方に生じた損害は、組合において

賠償の責任を負わない。 

７ 入札心得に関する事項 

⑴ 入札 

ア 入札参加者は、入札条件、仕様書、契約書（案）等を熟覧のうえ入札しなければ

ならない。 

イ 入札参加者は、公示に示した時刻までに入札会場に参集しなければならない。 

ウ 郵便による入札は認めない。 

エ 入札参加者は、定められた入札書（当組合ホームページからダウンロードし入手

すること。）を作成し、入札執行者の指示により提出しなければならない。なお、

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する

金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額

の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

オ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状（様式第５号）を持

参させなければならない。 

カ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理

人をすることはできない。 

キ 入札参加者は、政令第167条の４第２項の規定に該当する者を入札代理人とするこ

とはできない。 
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⑵ 公正な入札の確保 

ア 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律

第54号）に違反する行為を行ってはならない。 

イ 入札参加者は、入札にあたっては競争を制限する目的でほかの入札参加者と入札

価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければ

ならない。 

ウ 入札参加者は、落札者の決定前にほかの入札参加者に対して入札価格を意図的に

開示してはならない。 

⑶ 入札の不参 

ア 申請書兼誓約書を提出し、入札参加を認められた者は入札に参加するものとする。

ただし、やむを得ない事情により入札に参加できない場合には、入札に参加しない

ことができる。この場合は次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げるところにより申し出なければな

らない。 

(ｱ) 入札執行前にあっては、入札不参加届（様式第６号）を契約担当者に提出（持

参、郵送又はファクシミリ）するものとすること。 

(ｲ) 入札執行中にあっては、入札執行者への口頭による申し出、又は入札不参加届

（様式第６号）の提出若しくはその旨を明記した入札書を提出すること。 

イ 前号の規定により入札に参加しなかった者はこれを理由として以後の入札等につ 

いて不利益な取扱いを受けることはない。 

⑷ 入札の取りやめ等 

入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行

することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は

入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

⑸ 落札者の決定 

入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって入札した者を落札者とする。ただし、その者と契約を締結することが公正な

取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入

札した者を落札者とする。 
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⑹ 再度入札 

ア 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札

がないときは直ちに再度の入札を行う。なお、再度入札は２回を限度とし、この限

度内において落札者がいないときは入札を終了する。 

イ 入札不参加の申し出を行った者、入札に遅参した者は再度入札に参加できない。 

⑺ 同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定 

ア 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札を

した者にくじを引かせて落札者を定める。 

イ 前項の場合において当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、

これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 

⑻ 契約書等の提出 

ア 契約書を作成する場合においては、落札者は契約担当者から交付された契約書の

案に記名押印し、落札決定の日から７日以内にこれを契約担当者に提出しなければ

ならない。 

 ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 

イ 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札はその効

力を失う。 

⑼ 異議の申立 

入札をした者は、入札後、この心得、仕様書等についての不明を理由として異議を

申し立てることはできない。 

⑽ 契約締結の留意事項 

 落札者の決定後、本契約締結までの間に落札者（共同企業体の場合はその構成員も

含む。）が、次のいずれかに該当した場合は契約を締結しない。 

ア 当組合から指名停止を受けた場合 

イ 政令第167条の４第１項及び第２項の規定に該当した場合 

ウ 入札公告に掲げる入札参加資格の要件を満たさなくなった場合又は満たさないこ

とが判明した場合 

エ 法令等違反が明らかになり、当組合管理者が契約の相手方としてふさわしくない

と認めた場合 
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８ 最低制限価格の有無 

 最低制限価格は設定しない。 

９ その他必要な事項 

⑴ 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に

限る。 

⑵ この契約においては契約書の作成を必要とする。この場合において当該契約書には

賠償に関する定めを設けるものとする。 


